


仕  様  書 
 

１．件     名  関東運輸局管内低濃度 PCB 廃棄物収集運搬及び処分業務 
 
２．契約履行場所  別紙１及び２のとおり 
 
３．対 象 廃 棄 物  別紙１及び２のとおり 
 
４．契約履行期間  契約日～令和７年２月２８日 
             ただし、東京運輸支局のＰＣＢ廃棄物については、保管場所（電気室） 

からの運び出しを、令和６年９月１３日までに実施すること。 
５．概 要   廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、関東運輸局管内

の支局・事務所に保管してある油入変圧器など低濃度ＰＣＢ廃棄物を

収集運搬・処分するもの。 
 
６．業 務 内 容 
 ・関東運輸局管内の運輸支局等（別紙）に保管されているＰＣＢ廃棄物を、ＰＣＢ廃棄物処理

施設として認定されている処分場まで運搬し、処分までを行う。（保管場所からの搬出、積

込作業を含む） 
・業務の施行にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、ポリ塩化ビフェニル廃棄

物の適正な処理の推進に関する特別措置法などの関係規定を遵守するとともに、業務実施

にあたって関連する労働安全衛生法、消防法などの関係規定について、遵守しなければな

らない。 
・ＰＣＢ廃棄物に漏洩・にじみ等があった場合には、監督職員と協議の上、適宜対応を行なう。 

 
７．業務完了報告 
   業務終了後、受託者は遅滞なく書面にて業務完了報告を行なうものとする。 

 
８．作業について 
 （１）収集運搬 

・保管場所からの搬出、積込作業は、平日８：３０～１７：００までとする。ただし他の

日時に実施する場合は、別途監督職員と相談の上、作業日時を決めるものとする。 
  ・作業実施に際しては、庁舎・備品等を傷めないよう留意し、万一作業部分以外の箇所に支

障を生じさせた場合は、受託者の責任において速やかに原状復帰すること。 
  ・本作業終了後は、作業箇所及びその周辺を清掃し、残屑物等を処理するように入念

な後片付けを行なうこと。 



  ・来庁者や車輌に十分注意し事故防止に努めること。万が一事件や事故が発生した場

合は、直ちに監督職員に報告するとともに、状況に応じ適切な処置を行なうこと。 
  ・高圧トランスなど低濃度 PCB 廃棄物は、PCB 保管庫に集められ保管している状態

にある。漏れ防止の金属製トレイ又は金属製容器に収納しており、収納している容

器も運搬・処分対象に含む。 
・該当支局事務所の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管及び処分状況等届出（保管事業

者用）の写し（管轄自治体受付印付）」及び「ＰＣＢ分析報告書（濃度計量証明書）

の写し」は、当局から提供するものとする。 
・業務実施にあたり、収集運搬に係る運搬容器、運搬経路、予定日時及び緊急時その

他の対応を記載した運行計画書及び緊急時対応マニュアルを収集運搬日時調整後速

やかに提出すること。 
 
（２）処分業務 

・収集及び運搬した PCB 廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15 条の 4
の 4 の第 1 項に基づく大臣認定または同法第 14 条の 4 第 6 項に基づく許可内容に従

い、適正に処理及び処分を行うこと。 
・処分業者は、引き渡された廃棄物の無害化処理を行い、機器本体のほか、漏洩防止

容器類を含む全てを再生資源化又は最終処分すること。 
 
（３）マニフェスト 

・マニフェストは受託者において用意し、必要事項を記載の上、廃棄物収集時の立会

者のサインを受領するとともにマニフェストＡ票を渡し、運搬終了後速やかにマニ

フェストＢ２票を当局会計課へ送付すること。 
・当該廃棄物の処理完了後、必要事項を記載の上、関係法令で定められた送付期限内

にＤ票を最終処分業者である場合はＥ票も併せて当局会計課へ送付すること。 
・マニフェスト記入用紙に係る費用は受託者の負担とする。 

 
９．そ の 他 
  ・低濃度 PCB 廃棄物収集・運搬ガイドライン、低濃度 PCB 廃棄物の処理に関する

ガイドライン（環境省）により必要な処置を施すこと。 
 ・受託者は、本業務の履行に関して知り得た機密事項（個人情報含む）を他に漏らし、 

又は他の目的に使用してはならない。なお、契約期間満了後においても同様とする。 
  ・本業務は契約書、本仕様書等に基づき行なうものとする。並びに諸関係法令等に準 

拠し、安全かつ円滑に業務を行なうものとする。 
・契約書、本仕様書に記載なき事項、作業中に発生した疑義等については、その都度監 

督職員と協議し、指示に従うこと。 



 
１０．関係法令 
 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律【廃棄物処理法】 
 ・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法【PCB 特別設置法】 
 ・ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画【環境省】 
 ・低濃度 PCB 廃棄物収集・運搬ガイドライン【環境省】 
 ・低濃度 PCB 廃棄物の処理に関するガイドライン－焼却処理編－（環境省） 
 ・微量 PCB 汚染廃電気機器等の処理に関するガイドライン－洗浄処理編－（環境省） 
 ・労働安全衛生法 
 ・消防法 ほか 
 
１１．監督職員と検査職員 
 

支局・事務所名 監督職員 検査職員 
東京運輸支局 運輸企画専門官 首席運輸企画専門官 
練馬自動車検査登録事務所 同上 同上 
川崎自動車検査登録事務所 同上 同上 
川崎港湾合同庁舎（川崎海事事務所） 同上 次長 

    ※ 異動等があった場合は、後任が事務を引き継ぐものとする。 
 
１２．提出書類 

１ 作業工程表 １部 
２ 運行計画書 1 部 

３ 業務完了報告書 1 部 

 
 
 
 
 
 
 
 



項目 汚染物1 汚染物2 汚染物3 汚染物4 汚染物5 汚染物6 汚染物7 汚染物8 汚染物9 汚染物10

保管場の名称 練馬自動車検査登録事務所

保管場の所在地 東京都練馬区北町２－８－６

廃棄物の種類 変圧器（トランス） 変圧器（トランス） 変圧器（トランス） 変圧器（トランス） 変圧器（トランス） 変圧器（トランス） コンデンサ コンデンサ コンデンサ コンデンサ

製造者名 三菱 愛知電機 愛知電機 三菱 三菱 三菱 日本コンデンサ工業 日本コンデンサ工業 日本コンデンサ工業 銘板無し

製造年 1977 1980 1979 1986 1979 1979 1967 1967 1967

製造番号 B179176 K010460 B110600 H191162Q D270312 D190638 9628 4487 7591

型式 － － － RA-T SF RA-T MPF-2075ST MPF-2250ST MPF-2200ST 銘板無し

定格容量[ kVA ] 50 50 20 100 50 100 0.94 3.14 2.51

油量[ L ] － 107 37 － 64 115 - - - -

PCB濃度[ mg/kg ] 0.43 24 5.1 15 4.1 5.6 40 1300 76 53

重量[ kg ] 260 367 145 385 250 530

機器幅[ mm ]① 550 660～670 560 680 500 710

機器奥行[ mm ]② 600 750 560 570 510 620

機器高さ[ mm ]③ 750 1050 600 820 720 960

ブッシング高さ[ mm ]④ 0 0 0 150 － 140

全高[ mm ] 750 1,050 600 970 720 1,100

容器 金属容器 金属トレイ 金属トレイ 金属容器 － － ペール缶 ペール缶 ペール缶 ペール缶

数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

容器材質 金属 金属 金属 金属 － － 金属 金属 金属 金属

荷姿 保管容器 トレイ トレイ 保管容器 直置き 直置き ペール缶 ペール缶 ペール缶 ペール缶

容器寸法（幅×奥行×高さ）[mm] 600 × 810× 800 － － １０１０×１０１０×１０３０ - - 直径３００、高さ３７０ 直径３００、高さ３７０ 直径３００、高さ３７０ 直径３００、高さ３７０

夾雑物の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

保管場の状態 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

漏洩の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

漏洩への対応 － － － － － － － － － －

運搬委託 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要

別紙１

川崎港湾合同庁舎

神奈川県川崎市川崎区千鳥町１２－３

　　　　　　　　　　　　　　　　　低濃度PCB廃棄物処理一覧

川崎自動車検査登録事務所

神奈川県川崎市川崎区塩浜３－２４－１

東京運輸支局

東京都品川区東大井１－１２－１７

対象４種を下記のとおり分けて格納

ペール缶① ７．４ｋｇ
MPF-2075ST
MPF-2200ST
銘板無し

ペール缶② ７．８ｋｇ
MPF-2250ST



トランス位置

１階電気室内

想
定
作
業

エ
リ
ア

幅:74㎝※

扉内段差:9㎝

扉外段差:20㎝

庁舎外段差:9㎝
別紙２

東京運輸支局

トランスから作業エリア

まで約１７．４ｍ

※扉幅が狭く、搬出に支障がある場

合は、当局にてドアの取り外しを行う。

取り外した場合は７６㎝程度まで広が

る。



トランスの状態

出口扉幅：７４㎝ 出口扉幅（ドア取り外した場合）：７６㎝

※電気室内写真には物品が写っ
ているが、搬出の妨げにならぬよう
廃棄に先立ち当局が移動させる。



出口扉高さ：１９８㎝

扉内段差：９㎝ 扉外段差：２０㎝ 庁舎外段差：９㎝ 電気室外の状況



移動距離①　 移動距離② 移動距離③　トランスから扉まで約１０．７ｍ

移動距離④ 移動距離⑤　扉から作業エリアまで約６．７ｍ

トランス位置



作業エリア　監督職員と要相談

8.00

5.00
想定作業エリア



地階全体 地階機械室

トランス保管位置

ドライエリア

別紙２

練馬自動車検査登録事務所



トランス保管状況 機械室内状況 ※物品等は、搬出の妨げにならぬよう廃棄に先立ち当局が移動させる。

出口幅　２．２５ｍ 出口高さ１．９５ｍ

機械室内側段差　５㎝ 機械室外側段差　１６㎝



移動距離① 移動距離②トランスから機械室出口まで６．５５ｍ 移動距離③ 移動距離④ドライエリア端まで９．７５ｍ

ドライエリアから地上までの高さ＋フェンス高さ＝約４．３５ｍ 地上フェンス高さ約２．１ｍ

地上フェンスから作業エリア中程までの様子



地上フェンスから作業エリア端まで４．１５ｍ、幅１．８ｍ 作業エリアについては監督職員と要相談

作業エリアの様子

幅１．８ｍ 想定作業エリア１３ｍ

６ｍ

ドライエリア

地上フェンスから作業エリア端まで４．１５ｍ



作業エリア　監督職員と要相談

ペール缶位置

作
業
エ
リ
ア保管場所

庁舎脇の車庫

約12.00ｍ

約20.00

別紙２

川崎自動車検査登録事務所



車庫内の状況（廃棄時文書等は、搬出の妨げにならぬよう廃棄に先立ち当局が移動させる。）

低濃度PCB含有トランス対象：
D190638

低濃度PCB含有トランス対象：
D270312

今回の作業の対象外：

D770634A （低濃度PCB不含）

今回の作業の対象外：XM08786
（低濃度PCB不含）



移動距離① 移動距離②

移動距離③トランスから作業エリアまで約８メートル 段差なし

想定作業エリア



ペール缶位置

１階機械室内

想
定
作
業
エ
リ
ア

別紙２

川崎港湾合同庁舎



機械室内

低濃度PCB含有コンデンサは
ペール缶①（7.4㎏）、ペール
缶②（7.8㎏）にて保管：対象

PCB不含コンデンサ１１個
保管用ペール缶（6.85㎏）：
今回の作業の対象外

受水槽

想
定
作
業

エ
リ
ア

ペール缶から作業エリ

アまで約２３ｍ

最小通路幅：約６０㎝

段差①

段差②

段差③



移動距離① 移動距離②

移動距離③ 移動距離④



移動距離⑤ 移動距離⑥コンデンサ入りペール缶から作業エリアまで約２３ｍ

最小通路幅：約６０㎝



段差① １６㎝＋１７㎝＋７㎝＝４０㎝

段差② １４㎝×２＋４㎝＝３２㎝ 段差③ １０㎝







6.00

12.00


